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消防車両の交通事故に伴う損害賠償について

平成 22年 9月 29日

総 務 部

1 事故の概要

(1)発 生 日

平成22年 7月4日 (日)午後3時頃

(2)発生場所

盛岡市玉山区渋民字大前田地内の国道4号線上

(3)事故の状況

消防団員が運転する消防車両が火災現場付近を走行中,前方の車両 3台が車

道左側に一時停車 していたため,追い越 しをかけたが,対向車両が認められた

ことか ら,車道左側に寄 ったところ,左側に一時停車 していた3台のうち,最

後尾の車両に衝突 し損傷を与えた｡

(4)事故の相手方

2 損害賠償の額

金 998,507円

3 追加提案d)理由

当該事故事案に係る損害賠償 についての交渉を進めていたが, このたび損害賠

償額についての話 し合いがついたので,早期に損害賠償金を支払うため,今 9月

定例会に ｢損害賠償事件 に係 る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに

ついて｣の議案を追加提案す るものです｡




